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「令和８年３月から適用する電気通信関係技術者等単価について」の運用に

係る特例措置について 

 

「令和８年３月から適用する電気通信関係技術者等単価について」（令和８年２月

17日付け国技電第 68号）により令和８年３月から適用する基準日額（以下「新基準

日額」という。）が決定され、「令和７年３月１日から適用する電気通信関係技術者

等単価について（通知）」（令和７年２月 14日付け国技電第 65号）により令和７年

３月から適用した基準日額（以下「旧基準日額」という。）に比べて、全職種単純平

均で 4.5パーセント上昇したところである。 

これに伴い、労務単価等の取扱いに関し、下記のとおり特例措置を定めたので、

取扱いに遺漏なきよう措置されたい。 

 

記 

 

第一 措置の概要 

新基準日額の決定に伴い、第二に定める工事又は第三に定める建設コンサルタン

ト業務等（「建設コンサルタント業務等請負業者選定事務処理要領」（昭和 45 年 12

月 10 日付け建設省厚第 50 号）第３各号に定める業務をいう。以下同じ。）の受注

者は、「工事請負契約書の制定について」（平成７年６月 30 日付け建設省厚契発第



   

25号）別冊工事請負契約書第 62条の規定に基づく請負代金額の変更の協議又は「土

木設計業務等委託契約書の制定について」（平成７年６月 30日付け建設省厚契発第

26号）別冊土木設計業務等委託契約書第 58条、「建築設計業務委託契約書の制定に

ついて」（平成 10年 10月１日付け建設省厚契発第 37号）別冊建築設計業務委託契

約書第 63条、「建築工事監理業務委託契約書の制定について」（平成 13年２月 15日

付け国官地第３-２号）別冊建築工事監理業務委託契約書第 50条若しくは「発注者

支援業務標準契約書の制定について」（平成 24年１月 10日付け国地契第 64号、国

北予第 28号）別冊発注者支援業務委託契約書第 59条の規定に基づく業務委託料の

変更の協議を請求することができるものとする。 

 

第二 具体的な取扱い（工事） 

(1) 令和８年３月１日以降に契約を締結する工事のうち、予定価格の積算に当たっ

て旧基準日額を適用したものについては、次の方式により算出された請負代金額

に契約を変更するものとする。 

 

    変更後の請負代金額＝Ｐ新×ｋ 

 

   この式において、「Ｐ新」及び「ｋ」は、それぞれ次に掲げるものとする。 

    Ｐ新：新基準日額及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格に相当

する価格 

ｋ ：当初契約時点の落札率 

 

(2) 令和８年２月 28 日以前に契約を締結した工事のうち、同年３月１日において

工期の始期が到来していないものについては、「賃金等の変動に対する工事請負

契約書第 25条第６項の運用について」（平成 26年１月 30日付け国地契第 57号、

国官技第 253号、国営管第 393号、国営計第 107号、国港総第 471号、国港技第

97 号、国空予管第 491 号、国空安保第 711 号、国空交企第 523 号、国北予第 36

号）記１．(1)及び２．から８．まで（４．(3)を除く。）の規定を準用するものと

する。 

 

第三 具体的な取扱い（建設コンサルタント業務等） 

令和８年３月１日以降に契約を締結する建設コンサルタント業務等のうち、予定

価格の積算に当たって、旧基準日額を適用したものについては、次の方式により算

出された業務委託料に契約を変更するものとする。 

 



   

   変更後の業務委託料＝Ｐ新×ｋ 

 

 この式において、「Ｐ新」及び「ｋ」は、それぞれ次に掲げるものとする。 

Ｐ新：新基準日額及び当初契約時点の物価による積算に係る予定価格に相当す

る価格 

ｋ ：当初契約の落札率 

 

第四 その他 

落札者決定通知後の工事及び建設コンサルタント業務等にあっては、落札者に対

し本特例措置に基づく対応が可能となる場合があることを説明した上で契約を締

結するものとする。また、契約締結後の工事にあっては、受注者に対し本特例措置

に基づく対応が可能となる場合があることを説明するものとする。 

 


